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間瀬忍

はじめに

Paribha:jendusekhara 1は， 17世紀の終わりか

ら18世紀にかけて活躍したサンスクリット

文法学者であるナーゲーシャ・バッタ（Nagefa

Bha!ta）によって著された，パーニニ文法学に

関する解釈規則を集めた作品である。パーニニ

文法学における解釈規則（paribh匂めとは，パー

ニニ文典A:jftidhyayztこ規定されている規則を用

いて語を派生するとき，誤った語を派生しない

ようにそれらの規則を正しく働かせるために必

要な規則のことである20

解釈規則にはパーニニによっておradhyayf＇の

中で規定されているものと後代の文法家達に

よって必要であると考えられたものがある。

パーニニによって規定されている解釈規則は

およそ 50あり，それらの中には，規則で用い

られている格の用法を定義する規則や同時に二

つ以上の操作が適用可能な場合に適用の優先牲

を決定するための規則などがある。

一方で後代の文法家たちによって必要である

と考えられた解釈規則とは，パーニニの時代以

降， A:jftidhyayztこ規定されている規則を用いて

語を派生する際に様々な理由により不都合が

生じる場合がみとめられたので，それらの不都

1 「paribha与五という月（indu）を冠（sekhara）とするも
の」の意。

2 Paribhii~endusekhara ( 1.6-7): pracinavaiyakara明 tantre
vacanikany atra pa~iniyatantre jfiapakanyayasiddhani 

bha~yavarttikayor nibaddhani yani paribha~ariipa。i tani 

vyakhyayante // （「解釈規則には古代の文法学者たちの
作品の中では［スートラとして］独立して言及されて
いるもの，このパーニニ学派の作品の中ではjfiapakaと
nyayaによって確立されるもの， Bha号yaとVarttikaに記
されているものがある．それらを説明しよう。」）

合を修正し，パーニニの文法規則が適切に働く

ように後代の文法家たちによって導き出された

解釈規則である。このような解釈規則はパーニ

ニによって規定されている規則ではないので，

その必要性は文法家たちによって推理されて

いるにすぎない。したがって，必要であると考

えられた解釈規則の数や種類はそれぞれの文

法家によって異なる。そのため，様々な文法家

が自らがパーニニの文法規則を運用するために

必要であると考えた解釈規則を集めた解釈規則

集を編集している。その代表的なものとして，

ヴヤーデイ（Vyaφ）のParibha:jtisucana，プルシ

ョーッタマデーヴア（Pru~ottamadeva）の Laghu-
paribhti:jtiVfttiとParibhti:jtiptifha，シーラデーヴ

ア（Sfradeva）のParibhti:javrttiなどがあり，それ

らのうちで最も広く用いられている作品がナー

ゲーシャ・バッタの Paribha:jendusekharaであ

る。

本稿では， Paribha:jendu.§ekharaの解釈規

則 50: asiddhai:μ bahirailgam ant征 組ge（以
下，組同r拍 ga解釈規則と表記）の翻訳研究

を提示する。この解釈規則に対する翻訳と

しては， Paribha:jendusekhara全体の翻訳研

究である Kielhom[l868］があり，近年では

Bronkhorst[ 19 86）カまある。

antarail.ga解釈規則とは，派生順序が早い要

素を根拠とする規則あるいは操作（antar拍 ga）が

適用されるべきとき，派生順序が遅い要素を根

拠とする規則あるいは操作（bahirail.ga）がまだ

成立していない（asiddha）ことを規定するもの

であり， A:jftidhyayrtこ規定されている規則の適

用の順序を決定するための規則であると位置づ

けられる。

なお，本研究では次のテキストを底本として

使用した。
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【1.2arigaとは】

【1.2.1arigaの意味】

atr砧 gafabdenafabdariipa耳inimittam eva g~hyate 
SabdaSaS佐etasyapradh加 atvat/

この［antar組ga解釈規則］における arigaとい

う語によって語形（臼bd紅白pa）という根拠のみ

が理解される。なぜなら，文法学ではその［語

形］が主要なるものであるからである。

Paribhti~enduiekhara of Nagojめha!!acom-

mentaη，edited critically with thecommen-

ωη Tattva向riaof MM. Vasudev Shastri Ab-

hyan初r.Part!: Poona: Bhandarkar Oriental 

Research Institute, 1962. 

【1.2.2.1意味は訓gaが意味する根拠ではない。

具体例 1: tisrriam】

ten訂thanimittakasyana b油ir姐gatv姐 iI ata eva 
na tisrcatasr iti ni号edhaS earl信託ha与 ／ 加ya血a
strltv訂up訂也animittakatisrapek~ay加tarailgatvat

trayadese ta血sarμga地 spa与tfilvaI ata eva trayadese 
sr組組syap阻向edhaiti s由加ivatsfi佐as由abh~ya

varttikadi sa耳igacchate/ / 

それゆえ意味（紅血a）を根拠とするもの

はbahira直gaではない。まさにこのことから

P.6.4.4 na tisrcatasrという禁止規則が意味をな

す。反対に［意味を根拠とするものがbahiraiJ.ga

であるとすれば］， [triの複数属格女性形tisrriam

「三人の女性たちの」の派生の事例で， P.7.2.99

は］女t性性（strltva）という意味を根拠とする tisr

を期待するので［意味を根拠としない P.7.1.53

がP.7.2.99に対して］組tarailgaとなるから tTiのa

代置がおこることになり，この場合その［禁

止規則 P.6.4.4］に整合性がないことはまさに

明らかであるえまさにこのように［P.7.1.53が

antara血ge

【0.導入部】

nityad apy antaraJiga耳l baliyo 
bahiraJigasyasiddhatvat I tad aha I 

組tar祖gaはnitya3よりも強い力を持つ。なぜ

なら， antar組ga［の適用］がおこるときbahir組ga

［の適用は］まだ成立していない（asiddha）から

である。そのことを［以下で］述べる。

asiddham bahirailgam antarailge //50// 

antara血ga［の適用が］おこるときbahirailga

［の適用］はまだ成立していない。

【1.1antararigaとbahirarigaの意味】

祖国 madhyebahir油 ga§as回yanimittasamudaya-
madhye’ntarbhiitany aJig面in面白偏niyasya tad 
an tar姐gamI eva早 tadiyanimittasamudayadbahir-
bhu偏Iigakaiμ b油ir祖 gamI etac ca kharavas加a司

yo与itisfitre’siddhavatsfi田 cabha与yak泊yarayo与
spa与伺ml/

antararigaという語は［パフヴリーヒであ

り，］それの根拠（ailga=nimitta）が内部に（an-

阻r=madhye）すなわち b油ir祖 ga規則の根拠全

体の内部にあるところのものを意味する。同

様に，それの根拠がその［組町組ga］の根拠

全体の外部にあるところのものが bahirariga

と呼ばれる。そして以上のことは P.8.3.15

始aravasanayorvisarj副 y砲というスートラと

P.6.4.22 asiddhavad a住abhatというスートラに

関する Bha~ya とカイヤタ（K幻ya但）［の注釈］
において明らかである40

について「根拠」1.angaという語か意味する

bahirailgam antarailgam iti ca pratidv叩 dvibhavinavetiiv 
ar也auI katham I saty組 taraligebahir拍garμ sati ca bahir-
ailge’ntar姐 gam/ （「そして， bahirangaとanrtar1訓：gaと
呼ばれるこれら二つのものは対（praidvandva）として起こ
る。［問］どのように。［答］叩tar岨gaがあるとき bahir拍 ga
があり， bahiraligaがあるとき antar拍 gaがある，という
ようにであるJ)
Pradipa on MBh ad P.8.3.15 (V. 436. 8-10): 

組旬与 ailg叫 lyasya, bahil;l alig明 lyasyeti bahuvrihil;l I 

ta taりsarvaliligav祖国ailgasabdavupapannau I ailgasabdas 
C耐 opak盈地avacII (1 antarangaとbahir，訓gaという語は

パフヴリーヒ複合語であり，それぞれ，『内部に根拠を持

つもの』『外部に根拠を持つもの』を意味する。したがっ
て， antara均a［と bahira玲：ga］という語は全ての性をと
ることが妥当する。そして訓gaという語はここでは扶
助要素（up紘iiraka）を表している』）

5【tisn1amの派生】

(1) tri + 
(2) tisr + 

(3) tisr + 
(4) tisr + 

tismiim 
キ（2) traya 

［派生説明］

P.4.1.2 
P.7.2.99 
P.7.1.54 
P.8.4.1 

P.7.1.53 

m
m
m
m
 

－a
－a
－a
－a
 
am 

＋ 

＋ 

T
－
 

u
p
 

n
 

＋ 

3二つの規則あるいは操作xとyが同時に適用可能な

場合，一方の規則あるいは操作xを先に適用したあとに

ももう一方の規則あるいは操作yが適用できる場合， y
はnitya（常に適用できる）規則あるいは操作である。こ

れに対して，一方の規則あるいは操作xを先に適用した
後にはもう一方の規則あるいは操作yが適用できない場
合， yはanitya（常に適用できるわけではない）規則ある
いは操作である。

4MBh on P.6.4.22 (III. 191.6-7), P.8.3.15 (III.426.7-9): 
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P7.2.99に対して組tara.Iigaとはならないこと］

から， P.1.1.56s血anivadadeso’nalvidhauに関す

るBh匂yaやVおttikaなどで述べられている6'

「traya代置が［適用されるべき］とき， srで終

わるものが［原要素として扱われること］は禁

(1）の段階で triに複数属格接辞であるiimが導入され

る。（2）の段階で triが女性性と関係するので P.7.2.99に

より， triにtisrが代置される。（3）の段階で「hrasvalを
最終要素とするものに複数属格接辞伽が後続しているの

でiimに附加辞nUTIJfおこる。（4）の段階で nUTIJftisrの
rに後続しているのでP.8.4.1により nにpが代置され，実

際に用いられる語形である tisrriamとなる。

【関連規則I
P.4.1.2 svauas祖国utcha号tfibhy面p.bhisnebhy砲ibhyas白a-
sibhy砲ibhyasnasos加凶iossup II （「NIを最終要素とす

るものあるいはaPを最終要素とするものあるいは

「pratipadika1の後に sUなどの接辞がおこる」）

P.6.4.4 na tisrcatasr II (r niimが後続するとき山rとcatasr

というこれらの語に「d宜gha寸はおこらない」）

P.7.2.99 凶caturo~ s凶yiilp.tisrcatar II （「格接辞（vibhakti）が
後続するとき，女性形で， tri,caturというこれらの語の

代わりに tisr,catasrというこれらの代置要素がおこる」）

P.7.1.53回 S凶 y功II（「［複数属格接辞Jiimが後続すると
き， triというこの［語］の代わりに trayaというこの代
置要素がおこる」）

P. 7 .1.54 hrasvanadyapo nut II （「「hrasva「を最終要素とす

る「ailga', 「nadI＇を最終要素とする「 anga', iiPを

最終要素とする「a白.ga＇に後続する［複数属格接辞］ iim 
に附加辞nU＇［渇fおこる」）

P.8.4.1 ra与abhy耐 noi:i.~ s細如apade//（「同一「pada＇内
でr音とs音の後続要素である n音の代わりにn音という
代置要素がおこるJ)

6MBh on P.1.1.56 (I.140. 13-18): trayide8e sr-

antaprati号edhaJ;l//26／／回yadesesr叩加yaprati~edho vak-
tavya与Itis将面iI tisrbhave kfte 紅白住ay~ iti trayade§aり
prapnoti II nai号拘 do号功 Iid阻 liha s昭ipradharyam I tisr-
bhava与kriyatam回 y昼desaiti kirn a住akartavy姐 lIp訂atvat
tisrbhavaりIathed副加tisrbhavekrte punaりprasangavゆanat 
住ayade§aりkasmanna bhavati I sakfdgatau viprati号edheyad 
badhitaip. tad badhitam eveti II （「かのa代置操作がおこる
とき， srを最終要素として持つものに関して［代置要素

が原要素として扱われること］の禁止が述べられるべき

である。 traya代置がおこるとき， srを最終要素として持
つものに対して［代置要素が原要素として扱われること］

の禁止が述べられるべきである。 ti~rriiim ［という事例に
おいて， P.7.2.99により triに対するJtisr代置操作がな
された後で，［P.1.1.56により代置要素が原要素として扱

われるとするならば］ P.7.1.53 tres回 yaQ.で規定されてい

るtraya代置が結果する。［難点回避］ここにこのような
誤りは起こらない。この場合には次のことが検討される

べきである。すなわち，［P.7.2.99の］ triに対する tisr代
置操作と［P.7.1.53の］ traya代置操作がなされなければ

ならないとき Eちらがなされるべきであろうか。［提案］
[P.1.4.2に基づいて，］後続する規則で規定されているこ

とから tisパミ置操作が［なされるべきである。］【反論】し
かし今巾パミ置操作がなされたあと，再適用の可能性が

止される」という［言明］が整合性をもっ7。

【1.2.2.2意味は arigaが意味する根拠ではない。

具体例2: gaudhera, pacet] 

etena gaudhera年pa1田dity昌也veyadinam a血gasaJ!l-

jfiape~atvena b油irangatayasiddhatvadvali lopo 

na syad iti parastam I eyadesader apar加担削a-

katven訟】tara血gatvacca// 

以上のように ［arigaという語が語形という根

拠のみを表すこと］によって次のことが否定さ

れる。すなわち，「gaudhera「ゴーダー（Godha)

の子孫」やpacet（「彼は料理できる」 pac,3rd 

sg. optative P.）などの事例において，［P.7.1.2

で規定されている］りなど［の代置操作］は

[P.6.1.66によるy音脱落に対して］「組galと

いう術語を必要とするから bahira.Iigaであるの

で，［P.6.1.66が適用されるときその適用は］ま

だ成立しておらず久したがって［P.6.1.66で規

あると知られるから，どうして tra川代置操作が起こら
ないことがあろう。【答論】二つの規則が同時に適用可能

であり対立する場合，いったん匝止されたものは，永久
に阻止されたままである」）
【関連規則】
P.1.1.56 s白如ivadadeso’nalvidhau II （「音に依拠した操作

の場合を除いて，代置要素は原要素のように扱われる」）
7 【本文の解説】

上に示した tisrriamの派生の（2）の段階で， P.7.2.99に
よる triに対する tisパミ置と P.7.1.53による triに対する

traya代置が同時に適用可能である。この二つの操作の

うち P.7.2.99による tisパミ置は女性性という意味を根拠
とする。したがって，もし意味を根拠とする操作が意味

を根拠としない操作に対して bぬirail伊となるのであれ
ば， P.7.2.99による tisパミ置と P.7.1.53による traya代置
が同時に適用可能な場合には常にP.7.1.53による traya代

置が適用されることとなる。そしてもしそうであるとす
ると， iimが後続する場合に triにtおrが代置されること
はなくなるので， tisrにniimが後続することを条件とし

たP.6.4.4は全く無用の規則であることになる。しかし，
実際には P.6.4.4が無意味な規別であるはずがないことか

ら，意味を根拠とする操作が意味を根拠としない操作に
対して ba刷rangaとはならないことがわかるのである。

B 【gaudheraの派生】
(1) godhii + {ihraK P.4.1.129 
(2) gaudhii ＋ 尚raK P.7.2.118 
(3) gaudhii ＋りm P.7.1.2 
(4) gaudh ＋ のm P.6.1.97 
(5) gaudh + era P.6.1.66 

gaudhera 

［派生説明］

(1）の段階で P.4.1.129により， god加「トカゲ」に尚raK

接辞が導入される。（2）の段階で尚raK接辞は Kをitと

して持つ「taddhita1接辞であるので， P.7.2.118により，

語幹の最初の母音である oが「vrddhi＇である仰に代置

される。（3）の段階で尚raKは{ihで始まる接尾辞である

ので， P.7.1.2により尚にのが代置される。（4）の段階で
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定されているJv音脱落は適用されるべきでは

ない」というこのことは否定される。

さらに，後続のものを根拠としないという理

由からの代置などが［P.6.1.66による y音脱落

に対して］ antarari.gaであることからも［上記の

「pada＇でない gaudhiiの最終要素であるaに「gm:ia＇で
ある eが後続しているので P.6.1.97によりdとεにeが
単音代置される。（5）の段階で eyraのyはvaLに後続さ
れているので， P.6.1.66により， y音が脱落する。
［関連規則】
P.7.1.2 ayaneyI凶yiya与 pha<;)hakhacchaghlilp.

pratyayadinam // （「接辞の先頭要素である pha, r,fha, 

kha, c.加， ghaにそれぞれのm，の， In,fy, iy，という代置要

素がおこる」）
P.4.1.129 godhaya<;lhrak// （「godhiiの後に子孫が表示され
るべきときr,fhraK接辞がおこるJ)

P.7.2.118 kiti ca II （「Kをitとして有する「taddhita＇接辞

が後続するとき， 「ailga寸の aCのうちの最初の aCの代

わりに「v:rddhi＇カ 1おこる」）

P.6.1.97 ato gm;1e // （「「pada＇でないものの最終要素であ

るa音に「gur:ia＇が後続するとき，先行要素［ a音］と

後続要素［「gur:ia寸］の代わりに後続要素が単一代置要

素としておこる」）
【pacetの派生】

(1) pac +l!N P.3.3.161 

(2) pac + tiP P.3.4.78 

(3) pac + t P.3.4.100 

(4) pac +SaP +t P.3.1.68 

(5) pac +a + yiis + t P.3.4.103 

(6) pac +a + yii + t P.7.2.79 

(7) pac +a + iy + t P.7.2.80 

(8) pac +a + i + t P.6.l.66 

(9) pac + e + t P.6.1.87 

pacet 

［派生説明］
(1）の段階で P.3.3.161により l!Nが導入される。（2）の
段階で P.3.4.78により l!NにtiPが代置される。（3）の段
階で l!NはN をitとして持つ L音であるので P.3.4.100

により tiPの iが脱落する。（4）の段階で pacに行為

主体をあらわす「sarvadhatuk:a1 である tiPが後続して
いるので P.3.1.68によりSaPが導入される。（5）の段階

でtは「p紅 asmaipada＇接辞であるので P.3.4.103により

附加辞 yiisU'['b~附加される。（6）の段階で yiist の s は

「sむvadhatuka「である l!Nの最終要素でない sである
ので P.7.2.79により脱落する。（7）の段階で yiiはaを最

終要素として持つ「佃galに後続しているので P.7.2.80

により iyに代置される。（8）の段階で yはvaLである t

に後続されているので P.6.1.66により脱落する。（9）の段
階で P.6.1.87により pacaのαとそれに後続する iの両者

にiの「gur:ia＇である eが代置され，実際に用いられる
語形である pacetが派生される。

［関連規則｝

P.3 .3 .161 vidhinimantrar:iamantrar:iadhIHasamprarthane号u

liil // （「命令・勧告・勧誘・鄭重な要求・思案・願望が

理解さるべきとき， 「dhatu「の後に l!N接辞が導入さ

主張は否定されることが証明される9。］

【1.2.3術語（saiμj踊）で呼ばれることは arigaが

意味する根拠ではない】

【1.2.3.1術語で呼ばれることは arigaが意味す

る根拠であるという反論具体例： syona（「光

線，太陽」）】

れる」）
P.3.4.78 tiptaりhisipthas出岨libvasmas白tarμjhathasa出向ト

dhvami<;)vahimahi白／／（「L音の代わりに， tiP, tas, jhi, 

siP, tha5, tha, miP, vas, mas, ta, iitiim, jha, thiis, 

iithiim, dhvam, iT, vahi, mahiNという代置要素がお

こる」）
P.3.4.100 i凶 ca//（「Nをitとして持つL音に代置される

「p訂・asmaipada＇接辞の最終要素の i音は脱落する」）
P.3.1.68 kartari fap II （「行為主体を表示する

「S訂vadhatuka＇が後続するとき，「 dha旬「の後に

SaP接辞がおこる』）
P.3.4.103 yasut p訂asmaipade~iidatto 白ic ca// （「l!Nに代置

される「parasmaipada＇接辞は附加辞 yasUTをとる。そ

してその yasurは「udattaつであり， N をitとして持つ
ものとみなされる」）

P.7.2.79 liil崎 salopo’nantyasya// （「「sarvadhatuk:a＇であ
るl!Nの最終要素でない s音が脱落する」）

P.7.2.80 ato yeya与II(r a音で終わる「ailga＇に後続する

「S訂vadhatuk:a1 である yiiの代わりに iyが代置される」）
P.6.1.66 lopo vyor vali II (r v音あるいは y音に vaLが後
続するとき， ν音と y音は脱落する」）
P.6.1.87 ad gur:i幼／／（「a音に aCが後続し， aCにa音が
先行するとき，その先行する a音と後続する aCの代わ

りに， 「gur:ia＇が唯一代置要素として起こる」）
9 【本文の解説】

特定の術語で呼ばれることを根拠とする操作は語形を
根拠とする操作に対して加助国伊となるという見解が間
違いであることを示すためにgaudheraの例が取り上げら
れている。もし特定の術語で呼ばれることを根拠とする
操作が語形を根拠とする操作に対して bahir祖 gaとなるな
らば，上に示した gaudheraの派生における P.7.1.2の操作

は「ailga＇という術語で呼ばれることを根拠とするので
悶 Lが指示する語形を根拠とする P.6.1.66の操作に対して
bahirailgaということになる。その場合P.7.1.2の操作が適
用された結果である gaudh+eraはP.6.1.66が適用される
ときまだ成立していないことになるので P.6.1.66は適用

機会を持たない。したがって正しい語形である gaudhera
は派生されなくなってしまう。このことからも特定の術

語で呼ばれることを根拠とする操作が語形を根拠とする
操作に対して bahirailgaとなるとは考えられていないこ
とがわかる。

さらに，上述した gaudheraの場合と同様に， pacetの場
合も，もし特定の術語で呼ばれることを根拠とする操作
が語形を根拠とする操作に対して bahirailgaとなるのであ

れば，この語形の派生の（7）の段階で P.7.2.80は「a白ga'
という術語を根拠としているので，（8）の段階で適用さ
れる vaLが指示する語形を根拠とする P.6.1.66に対して
bahir拍 gaとなる。しかしもしそうだとすると， P.6.1.66

が適用されるとき， P.7.2.80の操作は成立していないの
でpacetという語形が派生できなくなる。このことから
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n組 uyena vidhis tadantasya iti s耐 ebh匂yaiko 

ya明 aci ityadav api ta由ntavi品au syona ity 

a佐泊itaraiigatvadya早ogm).abadhakatvam i~yate tan 
na sidhyet unl!Sabdanl asritya Y却adefonafabdanl 

asritya gm:1a ity antara血gatvadgm;1a eva sy亘dity 

uktam I a凶 kaiya帥 Isiver bahulakad am;1adike 

napratyaye gut>avalopo!fl副lprasailga吋 apavada-

tvad valopaiμ badhate gu明阜 tvantaraiigatvad 

badhate I gut>o hy 岨gas叫ibandhir曲 lig地伊平砲1

laghvim upadh盈nardhadhatukaiμ casrayati I u!fl 
tu vak盈福山m a白g姐 ianunasikiidi耳lca pratyayam 

ity alpapek~atvad 祖国組gal;i I ta回 lqteya時間au

prapnuta iti I ev抑 casaiµjiiape~asyapi b油iraiiga-

tvaiμ spa与但mevoktam iti印 tna/ 

【反論］ P.1.1.72 yena vidhis tadantasyaという

スートラ10に関する Bh匂yaにおいて以下のよ

うに述べられている。

「P.6.1.77iko y叫 aciなど［の規則］にも，

[P.1.1.72で規定されている］同d加 tavidhiを［適

用する］ならば， ηonaというこの［事例］に

おいて， ya!;f代置がantarailgaであることから

「guI_lal代置を阻止することが望まれるが，そ

のような ［ya!;f代置が「g明記代置を閉止する］

ことは確立されないであろう 110 ［なぜなら］

も術語を根拠とする操作が語形を根拠とする操作に対し
てbahirangaであるとはいえないのである。

10P. l.1. 72 yena vidhis tadantasya II （「ある限定者を通じ

て規定がなされているとき，その限定者は自己と自己で

終わる項目を指示する」）
11 【syonaの派生】
(I) siv + na 
(2) sia + na P.6.4.19 
(3) sya + na P.6.1.77 
(4) syo + na P.7.3.84 

syona 
*(3) sea + na P.7.3.86 

［派生説明］
(I）の段階で sivに m;1adi接辞である naが導入される

(UQiidisロ凶5.41(3.9): sive静ryu na）。（2）の段階でsivの

vが鼻音で始まる接尾辞に後続されているのでP.6.4.19に
より vにuTHが代置される。（3）の段階でsiu+naのiにu
が後続しているのでP.6.1.77により siaのiにyが代置さ

れる。（4）の段階で syaはiKを最終要素に持つ「ariga1

であり， 「iirdhadhatuka＇である naが後続しているので

P.7.3.84により syaのaに「gu1.1a＇である oが代置され，
実際に用いられる語形である syona か~mt生される。
【関連規則I
P.6.4.19 cchvol_i釦<;Ianuniisike ca II （「鼻音で始まる接尾
辞ヒ Kvi,KとNをitとして持つjhaLで始まる接辞が後

続するとき tUKをともなう c加と v音のかわりにそれぞ

れs,uTHというこれらの代置要素がおこる」）
P.6.1.77 iko yaf.1 aci// （「aCが後続するとき、 iKの代わり

にyaJ;V・代置がおこる」）

P.7.3.84 sarvadhatukardhadhatukayol_i II （「「S訂vadhiituka'

unaという語を拠り所としてyaJY・代置がおこり，

m という語を拠り所として「gu平副代置が［お

こる］ので，組tarailgaであることからまさに

「gu明寸代置が適用されるであろう［からであ
るJ12」

この［Bh匂yaの言明］に関してカイヤタは次

のように述べている。

「［ul).adi接辞は］様々なものに適用されることに

基づいて， sivの後ろにUI_ladi接辞であるm接辞

が後続するとき，［P.7.3.86による］「guI_lal代

置と［P.6.1.66によるJv音脱落と［P.6.4.19によ

る］ u'[H代置という三つの操作か誤って結果し

てしまう。［その場合， P.6.4.19による］ u'[H代

置が，［P.6.1.66の］例外規則であるので［P.6.1.66

によるJv音脱落を阻止し，一方で ［uTH代置

は］組tar祖 gaであるので「gu明寸代置を阻止

する。なぜなら，「gu早a寸代置は「ailga寸と関

係する， iK音で特徴づけられる， 「laghu寸で

ある「upadhalと「ardhadhatuka1 に依拠し，

一方uTH代置は v音を最終要素として持つ

「組gal，「組unasika寸で始まる接尾辞に依拠

するからである。したがって，少ないものを期

待するので（alpap休明tvat)[u'[H代置がv音脱

落に対して］祖国組gaである。その［P.6.4.19

によるu'[H代置］が適用されたあと，［P.7.3.86

による］「guI_la寸代置と［P.6.1.77による］ yaJY 

代置が結果する130」

と「iirdhadhiitukaI が後続するとき iKで終わる「anga'

のiKの代わりに「gu1.1a寸がおこるJ)

P.7.3.86 pug岨 talaghiipadhasyaca II （「「sarvadhatuka1と

「iirdhadhiitukaI が後続するとき pUKで終わる「anga'

と「upadhii＇が「 laghu寸である「a白ga＇の iKの代わり

に「gu1.1a「カfおこる」）
12MBh on P.1.1.72 (l.182.19・22): api ciintarariga-

bahir拍 gena prakalpey翻 m I ta凶 ko do号功 I syonaり
syonii I antararigalak~af.1asya ya頃desasya白m bahir拍 ga-
I法寺町ogu1.10 badhakaりprasajyetaI Onasab~ hy asritya 
Y明記e§onasabdam asritya gu1.1a与／／（「さらに antar拍.gaと

bahirarigaもふさわしいものではありえない。［問］その

場合どんな誤りがあるのか。［答］ syonゆとりoniiの場

合，組tarariga規則である yaJ:I代置を bahira白ga規則であ

る「g明記代置が破棄することが帰結してしまうだろう。
なぜ、なら伽aという語に依拠して ya!;V代置が起こり， na

という語に依拠して「gu1.1a＇代置が起こるからである J)

13Pradipa on MBh ad P.1.1.72. (I. 542. 18-543. 
4-5): syona iti I siver biihul法制 au早亘dikenapratyaye 
gu早ovalopa ii<;f iti kiiryatrayaprasa白ga与Ita位・apaviidatviid
iithii valopo biidhyate, gu1.1as tv antararigatviid biidhyate I 

gu1.10 hy angas町ibandhan加 iglak切り盈plaghv加 upadh盈n
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そして，このように述べられるとき，術語を

期待する［操作］であっても b油ir拍 gaとなる

ということが意図されていることはまったく明

瞭である。

【1.2.3.1.2.1術語で呼ばれることは atigaが意味

する根拠ではないという答論：理由 1.多くのも

のを条件とする操作はbahir姐 gaとは言えない】

tadantavidhav api bahupa街地apek~atvariipa”
bahirailgatvasya gul).e sattvena tatra do号a-

ka由加aparabha~yas叫igate与 ／ b油irailg盈ltar-

a血ga8abdabhy函i bahvapek~atvalpapek~atvayo与
fabdamaryaday剖abhacca I ta血asaty asiddh坦E

b油vapek~am a』papek~aity eva vadet II 

【答論】次のような理由からそのように言って

はならない。

[P.6.4.19によるuTH代置が適用されたあ

と， P.7.3.86による「g明記代置と P.6.1.77に

よる ya!;J代置が適用可能となる。それら二つ

の操作の適用の優先性を決定する際に，仮に

P.6.1.77に］阻dan阻.vidhiが適用されるとしても，

[P.7.3.86 による］「g~a＇代置には，たくさん
のものを期待すること（bahupad紅白ape~atva)
という［P.6.1.77による ya!f代置に対する］

b油irailga性が存在するので，［組tarailgaであ

るP.6.1.77による ya!f代置がbal町ailgaである

P.7.3.86 による「g~a＇代置に優先して適用さ
れることとなる。したがって，］その［P.6.1.77

にtad組旬.vidhiを適用すること］に関して誤り

arddhadhatukarμ cMrayati，ロthtu vakiiran匂m ailg阻 1
anunlisik剖iヰlca pratyay佃 iity alpap仕切tviidantarailgal;l I 
U回 lqteg町a§ ca prapnoti yal).adeifa§ ca I tatra var加－
ma回 pek号atviidy明亙de§o’ntar姐 ga与prav紅 tate/（「『syona!z』

に関して。適用の多様性から， siv に u~iidi 接辞である na
接辞が後続するとき， P.7.3.86pug叩凶aghiipadhasyacaに

よる「gu明「代置と P.6.1.66 lopo vyor valiによる v音脱
落と P.6.4.19 cchvol} §iiQ anuniisike caによるafH代置と

いう三つの操作の適用可能性がある。その場合，［P.6.4.19
がP.6.1.66の］例外規則であることから v音脱落は凶古代

置によって破棄され，一方で［P.6.4.19がP.7.3.86に対し

て］組tarailgaであることから「gu~a＇代置は ［afH代置に

よって］破棄される。なぜなら，「gu~a＇代置は「ailga'

と関係し， iK音によって特徴づけられる可agbulである

「upadhii＇，そして「 iirddhadhatuka「接辞に依拠してお

り，一方でuTHはv音を最終要素として持つ「ailga', 

「anuniisika寸で姶まる接尾辞というより少ないものを期

待するという点でantarailgaであるからである。それ［afH

代置］がなされたとき， 「gu~a＇代置と ya!f代置が結果
する。その場合，音だけを期待することから加凶拍gaで
ある ya!f代置が起こる」）

を指摘することを意図した Bhli~ya と整合しな
いことになるからである。

さらに， bahiratigaとantar，鍋 gaという語か
ら「多くのものを期待すること」と「少ないも

のを期待すること」という意味は語によるかぎ

りでは理解できないという理由からも［少ない

ものを期待するものが多くのものを期待するも

のに対して組tar油 gaであることは言えない］。

もしそのようであったとするなら，「多くのも

のを期待するもの［の適用］は少ないものを期

待するもの［が適用される］ときまだ成立して

いない」とだけ言ったはずだからである。

【1.2.3.1.2.2術語で呼ばれることは atigaが意味

する根拠ではないという答論：理由 2.P.1.4.2 

に関する Bh両yaに適合しない】

ata eva viprati号吋hasiitrebha与yeguI.J.ad ya平副efo
'ntaraiigatvad ity asya syona ity udahar叫aiμ na tu 

gu平副吋 antaraiigatvadity uktam I tvadritya tad 
api vaktum ucitam I prathamyat tad eva va vak・
tum ucitam I m姐 iatv 祖国組gap剖bha~aya tad-
var血asambhavattan noktam I kiIμ回 siddhante

nityatvat piirvam吋 gul).aStu 帥iy叫 badhita-

tvad制 tya与Iiinafabd細 asrityetyadibha~yeI.J.a ca 

paribha絹y扇nailga8abdena saptamyadyantopat簡単

fabぬriipaiμ nimittam eva g:rhyata iti sp~!filil 
evoktam II yat tu kaiyaJ:ena tadantavidhip~e 
paratvad gul).a与prapnofity嘘簡単凶偏na8ab白血

asrityetyadibha与yasa早gatyacinty姐 l// 

まさにこのような理由から P.1.4.2viprati-

~edhe par創pkおy創nというスートラに関する

Bh匂yaにおいて， ηonaは， P.6.1.77によるyaJ:I
代置は組tarailgaであることから P.7.3.86によ

る「g~a＇代置に優先して適用される，という
このことを［説明する］ための事例であって14,

P.6.4.19によるit[H代置は antara血gaであるこ

とから P.7.3.86による「伊平副代置に優先して

適用される，というこのことを説明するための

事例ではないと言われている。

あなた［カイヤタ］の言い分によれば，そう

とも［すなわち， syonaは， P.6.4.19による反TH

14MBh on P.1.4.2 (I. 310. 2-4): ubhe tarhi kartavye I 

nety aha I anayaiva siddh組 lI ihapi syonal} syonety asiddha-
tviid bahirailgalak~a~asya gu~asy叡itarailgalak~a~oya頃defo
bhavi~yati II （「【反論】それでは両操作が適用されるべき
である。答】［両操作は適用されえ］ないと［ある論者は］
言う。まさにこの［解釈規則］によって確立される。す

なわち， syonゆ， syoniiというこれらの［事例に］おいて

も， bahir姐gaで特徴づけられる「gu~a＇代置操作は成立
していないから， antararigaで特徴づけられるものである
ya!j代置が起こるだろう」）
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代置は antararigaであることから P.7.3.86によ

る「gu明寸代置に優先して適用されると説明

するための事例であるとも］言うことができる

し，あるいは，［P.7.3.86による「♂i9al代置と

P.6.1.77による y的J代置の聞の優先性の問題よ

りも，その「gu9al代置と P.6.4.19によるuTH
代置の聞の優先性の問題のほうが］先に起こる

から，そうとしか言えないはずである。

しかしながら，私の考えでは， antarariga解

釈規則によってその［「gu9al代置の適用］を

防ぐことはできないので，そのように［ηona

は，組tararigaであることから P.7.3.86による

「gu9a1代置に優先して P.6.4.19によるuTH代
置がおこることを説明するための事例である，

と］は言われない。

さらに，確定見解では， uTH代置は nityaであ

るので［「gu9al代置に］先行して適用され，

一方「gu9a寸代置は， uTH代置が［適用された］

あと，［同時に適用可能となる P.6.1.77による］

yal'j代置によって阻止されるので組ityaである。

そして，「如αという語に依拠して，云々」と

いう Bh~ya の言明によって，［ant紅拍ga］解釈

規則における arigaという語によって，［規則

中に］第七格などの格語尾で終わるものとして

言及されている語形という根拠のみが理解され

る，とまさに明確に述べられている。

ところカ宝カイヤタは，［P.6.1.77に］tadantavidhi 

が適用されるとするならば， ［uTH代置が適用さ

れたあと，「gu9a寸代置がyαJ:V代置より］後続規

則で規定されているので（paratvat）「gu9al代

置が結果する，と言った150 しかしそれは「印α

という音に依拠して，云々」という Bh向yaの

言明と不整合となるから一考を要する。

【1.2.3.1.2.3P.6.1.66に対する ant訂 ati.ga解釈規

則の適用除外の否定具体例： vrscati（「彼は

切る」）】

vali lope 'ntara血gaparibha品 na prav訂tata iti 

tu na yuktam I tatsutre bha与yaeva vra.Scadi~u 

lop孟tiprasailgam asailkyopad巴fas泊n紅白yan na 

15Pradipa on MBh ad P.1.1.72 (I. 543. 6-7): yadi 
ca iko yai;i acny atra tadantat品dadividhIsyatarμ tada 
yai;iadefasyantara白gatvabhavatparatvad gui;i剖efaりsyatI 

（「しかし，もし P.6.1.77iko yai;i aciという規則に tadan-
tavidhiとtadadividhiが適用されるとすると， yaf:I代置に
はantara白ga性が存在しないことになるので，［P.1.4.2で

規定されている］後続性から「gui;ia＇代置が起こるであ
ろう」）

na ca v~scatttyadau caritar出yaiμ b油irati.gatay孟

saiμprasarai;iasyasiddhatvena pむvameva tatprapter 
iti bh両yokte年II16 

しかし，［P.6.1.66が規定する］ vaLが後続する

ときの v音あるいはy音の脱落操作に関し an-

tarati.ga解釈規則は実効しない，というのは正し

くない。まさにそのスートラ（P6.1.66）に関す

るBh勾yanにおいて vra§cなどに［P.6.1.66に

より v音の］脱落の拡大適用がおこるのではな

16この節（Iユ3.1ユ3）では，印刷拍ga解釈規則の適用
範囲に関する問題が扱われている。ところが，この節は
加 gaについて説明する章の一部に配置されており，内容
的に唐突な印象を与えるかもしれない。しかし実際には
前から続く一連の議論の一部としてこの位置に配置され
ているのである。

その議論のおおまかな流れは以下の通りである。
(I) ［反論】術語で呼ばれることも訓gaの示す根拠なの
ではないか。

理由： syonaの派生に関するカイヤタの言明で術語
で呼ばれることが根拠として数えられているから。
本文［1.2.3.l]

↓ 

(2）【答論】術語で呼ばれることは angaの示す根拠では
ない。

理由：多くの根拠に依拠する操作と少ない根拠に依
拠する操作を比較して，どちらがant征組gaであるか
を決定しているカイヤタの手法は根拠のないものだ
iJ＞らn

本文［1.2.3.1.2.l], [1.2.3.1.2.2] 
↓ 

(3）【反論】そもそも syonaの派生で antarailga解釈規則
は用いられないのではないか。

理由： syonaの派生の si仲間の段階で適用可能な三
つの規則のうちの一つがP.6.1.66による v音脱落で
あり，その規則が関連するとき祖国組ga解釈規則は
用いられないから。
本文［1.2.3.1ユ3]

↓ 

(4）【答論】 syonaの派生でも岨taraii.ga解釈規則は用い
られる。

理由： P.6.1.66 に関する Bha~ya に根拠があるから。
本文［l.2.3.1.2.3] 

この流れのうち，（3）と（4）がこの節で述べられている
と考えられる。 Kielhorn[1868］でも（1）の反論者によって

(3）の反論が述べられていると説明されている。
17MBh on P.6.1.66 (III. 44. 11-19): atiprasa白govra5c-

ii di守u11311 vrascadi~u catiprasango bhavati I ihapi prap-
noti I vrasc叩功 vrihiQ.vr叫aiti // upade知加arthyad
vra§cadi号ulopo na bhavi~yati I upade8asiimarthyiit sid-
dham iti cet saqtprasiiraI].ahaliid訴時勾usiimarthyam 11411 
upadefasamarthyat siddham iti ced asty anyad upadefa-
vacane prayojanam I sarμprasarai;iahaladise号E号ulqte号uva 
karasya sravai;iarμ ya出asyat I vrki;iavan vivrasci~arrti // na 
vii bahirailgalakきaI].atviit//5// na vaitat prayoj叩紅nasti I 

kirμ karai;iam I bahiraii.gal~ai;iatvat I bahirang功 sarμpra-
sarai;iahaladise号功Iantara白golopaりIasiddharμ bahira白gam
antara白geII （「vrascなどにおいて［P.6.1.66による v音
脱落の］拡大適用がおこる。さらに vrascなどにおいて

p
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いかという疑念が提示されたあと［Dhatupatha

のOvraicOという］教示の言明効力（s加紅白ya)

に基づいて［P.6.1.66による v音脱落操作は起
こら］ない［と述べられているから］である180

【反論】 vricati など［の事例］に関して
[DhatupathaのOvraicOという教示が］意味を
なすのではないか190 

拡大適用がおこる。 vrafcana,vrfhi, vara!l£lというこれら
［の事例］においても［v音脱落が］結果する。【難点回
避】［Dhatupa~a の OvrafcU という］言明効力から， vrafc
などにおいて［v音の］脱落は起こらないであろう。も

し［Dhiitupii~ha の OvrascO という］言明効力から，［所
期の語形が］確立されるとするなら，［P.6.1.16による］

「鈎早pras量ra早U 代置と［P.7.4.60による］第一子音残
存［の操作に関して］ [Db昌tupiithaのOvrascOは］言明
効力を有する。もし［DhatupathaのOvrafc(Jという］言
明効力から［所期の語形が］確立されるとするなら，［その
Ovra.ScUという］教示の言明には別の目的がある。すなわ

ち，［P.6.1.16による］「S叫iprasar珂F 代置と［P.7.4.60に
よる］第一子宮残春［の操作が］適用されたとき， vr~aviin,
vivrafci~ati というように v 音が聞こえるようにという目
的である。あるいは， ［OvrascOという教示の言明にはそ
のような目的は］ない。［P.6.1.16とP.7.4.60が規定する
操作は］ bahiraligaを特徴とするものであるから。ある
いは ［OvrafcUという教示の言明に］このような目的は
ない。［問］なぜか。［答］ bahirailgaを特徴とするもので

あることから。［P.6.1.16が規定する］日間iprasar叫a寸
代置と［P.7.4.60が規定する］第一子音残存は ba凶railga

であり，［P.6.1.66が規定する v音の］脱落は antarailgaで
ある。 bah注油gaはantar拍 gaがあるときまだ成立してい
ない」）

18Dhatup亘thaVl.99 ovrakii. 

19 【v[Scatiの派生】

(1) vrafc +Sa +ti 

(2) vr，ιfr +a +ti P.6.1.16 

(3) vrsc +a +ti P.6.1.108 

vrfcati 

事（2) rafc +a + ti P.6.1.66 

［派生説明］
(1）の段階でvrfcatiカ靖成要素に分解される。（2）の段

階でおは P.1.2.4によりNitとして扱われるので P.6.1.16

により vrafcのrに「S叫iprasar叫a「であるrが代置され

る。（3）の段階でvra.Scのrは「S昭iprasaral)a寸であり， aC

である aに後続されているので P.6.1.108によりraにrが
単音代置され，実際に用いられる語形である vrfcatiが派
生される。
【関連規則】

P.3ユ123vartamane lat II （「現在に属する行為を表示する

「dhatu寸の後に IA！接辞がおこるJ)

P.3.4.78 tiptasjhisip也as白血iibvasmas箇箇却~ha血asath砲ト

dhv姐吋v油田ahiriII （「L音の代わりに， tiP, tas, jhi, 

siP, thas, tha, miP, vas, mas, ta, iit，伽 t, j ha, thiis, 

励 iim, dhvam, if, vahi, mahiNという代置要素がお
こる」）
P.3.1.77 旬dadibhya与S幼／／（「行為主体を表示する

「S訂vadha旬ka寸が後続するとき， tud「打つj に始まる

【答論】それはあり得ない。なぜなら Bh匂yaに

次のように言われているから。

「「S制μpr部 ara平副代置はbahira血gaであるので

[v音脱落が適用されるとき］まだ成立してお

らず，よってまさに［「sruμpr部 arai:ia＇代置に］
先行してその［v音脱落］が結果するから」 20

一群の「dhatu＇の後にお接辞がおこる」）
P.6.1.16 grahij yavayivyadhiva柑vi回 tivrs伺 tip:rcchati-

bhtjjatin砲lriiti ca II （「KあるいはNをitとして持つ接辞
が後続するとき， grah「捉えるJ,jyii「古くなるJ, ve厄

「編むJ, vyadh「貫く」， vaf「欲求する」， ηac「崩す」，

vrafc「切る」， pracch「尋ねるJ, bhrasj「あぶる」という

これらの「品亘旬寸の半母音の代わりに「S昭iprasaraQa1 

がおこる」）

P.6.1.108 samprasar叫亘cca//（「「S明iprasara早a寸に aCが
後続するとき，先行要素と後続要素の代わりに唯一先行
要素が代置されるJ)

P.6.1.66 lopo vyor vali II （「v音または y音に vaLが後続
するとき， v音または y音は脱落するJ)
P.1.2.4 sむvadha旬kamap託II(rpを itとして持たない

「sarvadhatuka1 は崩tとみなされる』）
20 【本文の解説】

ナーゲーシャはここでP6.l.66に対する Bh匂yaにおけ
る次のような議論を念頭においている。

( I ）先ず，「dh通知寸である vrafcなどに関し， P.6.1.66

の過大適用が指摘される（vt.3）。なぜなら， vrafcなどに
おいては v音に vaLが指示する r音が後続しているから
である。そしてこの過大適用の可能性は， OvrafcUとい

うv音を伴った形での「dhiitu＇の教示の言明効力に依拠

して排除される。すなわち，もしこれらの「dha旬寸に v

音脱落が起こるのであればDhatupathaにはあらかじめ v

音を脱落させた「dhatu＇が記載されていたはずであり，

OvrafcUという v音を伴った形での「dha悩寸の教示は無

意味であることになる。しかし，そのような「dhatu＇の
教示は無意味なものではありえない。 OvrafcUというよ

うに v音を伴った形で「dhatu＇を教示しているというこ
とは， vrafcなどにおいてはv音脱落が起こりうるけれど
も実際にはおこらないということを示すためであると考
えるのが妥当である。

(2）このような見解に対して，以下のような反論が
提起される。

OvrafcOという v音を伴った形での「dhiitu＇の教示

は，別の目的を持っている。その目的とは， vrfcatiと

vavrafcaの派生に関し， 「S叫iprasar叫a寸代置操作と第

一子音残害操作が適用されたとき v音が聞こえる，すな
わち v音の脱落がないようにということである（vt.4）。
要するにこの見解では， OvrafcUという v音を伴った形

での「dhatu＇の教示の目的は， vrfcatiとvavrafcaの派生

に関する v音脱落操作に対する「sai:μpras加 Qa＇代置操
作と第一子音残存操作の優先適用を示すことである。当
該の Paribh~endufekara の文脈で言えば， v 音脱落操作
に関して佃tar組ga解釈規則は実効しないという主張に
通ずる見解である。

(3）これに対して，「S叫iprasiira加「代置操作（P.6.1.16)

はv音を脱落させる操作（P.6.1.66）に対して bahirailgaで

-96-



Paribha号endusekhara50: asiddhrup. bahirailgam antarailge研究（ I ) （間瀬）

【1.2.3.2.1術語で呼ばれることを根拠とする操

作は bahirailgaとならない。具体例 1:panca 

（「5人の（女d性）」）】

yat tu nalopasya 号a!S~jfiay加i asiddhatvat pa品cety

atra na号a!iti ni~edha iti tac cinty姐 lI nalopasya hi 
padas~jfiasapek~atvena b油ir組 gatv叫ivacy姐 iI 
tac ca na s~j描片tab油ira血gatvasyanasraya早at I 
pa負cetyatra凶号edhastus凶y恒iyat prapnoti阻nneti 

vy雄by面倒盈nar也yenabhiitapii何時a!tv佃 1adayeti 

bodhyam// 

また， P8ユ7で規定されているn音脱落21[の
適用］は「~a~寸という術語［が適用される］とき
まだ成立していないので， ［pancabrahmlll)yaf:z 
「五人のバラモン女」などにおける女性形の］

pane aというこの［事例に］おいて22P.4.1.10na 

あるので， antar姐 gaである v音脱落操作が適用されると
きにはまだ成立していないものとして扱われ， v音脱落

操作は常に「srup.prasiirai:iaI代置操作に優先して適用さ
れることか澗摘される（vt.5）。このことは， vrascの派生

形の派生においては，いかなる場合にも v音脱落の適用

可能性があることを示し，その v音脱落は OvrafcUとい

うv音を伴った形の「dhatu＇の教示の言明効力が阻止す
ると判断されるのである。

P.6.1.16によるr音代置操作の根拠はSaPであり， P.6.1.66

による v音脱落操作の根拠は r音であるので，派生順序
が先である根拠をもっ P.6.1.66による v音脱落操作の方
が祖国ailgaである。

21P.8.2.7 nalopa~ pratipadikan凶 yaII （「「pratipadika寸

である「pada＇の最終要素である n音が脱落する」）
22【paiicaの派生】

(1) paiican +las 

(2) paiican + flJ 
(3) pa元ca ＋回

(4) paiica + flJ 
paiica 

P.4.1.2 

P.7.1.22 
P.8.2.7 

P.4.1.10 

ホ（4) paiica + flJ + TtlP P.4.1.4 
事paiicli

［派生説明］

(1）の段階で P.1.1.24 により「号a~I と呼ばれる pafican

にP.4.1.2により lasが導入される。（2）の段階で「号at'
と呼ばれる paiicanにlasが後続しているのでP.7.1.22に

よって lasに¢が代置される。（3）の段階でpa元canのn

は「pratipadika1 である「pada＇の最終要素であるので

P.8.2.7により n音が脱落する。（4）の段階でpaiicaはa

音を最終要素とする「pratipadikaつであり，女性を意味

するのでホ（4）に示したように， P.4.1.4により女性接辞の

TaPがおこるところであるが， paiicaが「号at寸であるの

で女性接辞の禁止規則である P.4.1.10が適用されて，実
際に用いられる語形である paiicaが派生される。

【関連規則】

P.1.1.24 ~i:ianta. ~a~ II （「s音と n音を最終要素とする数詞は

「~at寸という術語で呼ばれる J)
P.4.1.2 svauas姐 iautcha号μibhyfuμbhisilebhyおμbhyas白asi-
bhy担ibhyas白asos面凶iossup II ( r /ilrを最終要素とす

判 svasradibhya年23という禁止規則が［適用され

る］という［P.8.2.2に関する Bh匂yaに対する

カイヤタの言明］は一考を要する240 

【反論】実に n音脱落は「pada寸という術語を

期待するので［「~at寸という術語に対して］

bahirailga であるから［「~at寸という術語が適
用されるときn音脱落の適用はまだ成立してい

ない］。

【答論】そのように言ってはならない。術語に

基づいて bahirailgaとなることは認められな

いから［この場合 n音脱落は bahiratigaとは

ならない］。しかし paneaというこの［事例

に］おいて［P.4.1.10の］禁止規則は「女性形
で結果するものは［適用され］ない25」という

［パタンジャリの］説明の言明効力に基づいて

(vy紘hyan出盈n紅白yat），前にあった「号afl性を

捉えて［適用される］と理解されるべきであ
る260

るものあるいはaPを最終要素とするものあるいは

「pratipadika1 の後に sUなどの接辞がおこる」）

P. 7.1.22 ~~bhyo luk II （「「号at＇という術語で呼ばれるも
のに後続する lasとSasが脱落するJ)

P.4.1.4司jii.dya同向／／（「aCで始まる「pratipadika1 とa

音で終わる「pratipad生♂の後に女性形でTaP接辞がお
こるJ)
P.8.2.2 nalop功 supsvaras坦ijfiatugvidhi号ulqti II （『先行規

則である sUPの規則，アクセントの規則，術語の規則，

「1qtlが後続するときの附加辞 tUKの規則があるとき
[P.8.2.7で規定されている］ n音脱落は成立していないJ)

23P.4.1.10 na号atsvasrii.dibhy~ II （「「号at'と呼ばれる

「prlitipadikaI , SVQSfで始まる一群の「pratipadika1 の後
に女性接辞は起こらない」）

24Pradipa on MBh on P.8.2.2 (V.360. 12-13): 

saty面i api μippraptav antarailgay拘1 F仰向ljfiii.y旬
nalopasyasiddhatvat siddha eva tatprati号edh功I (fTaPが

結果したとしても，組紐railgaである「号at＇という術語
に対して n音脱落が成立していないので，その禁止規則

[P.4.1.10］がまさに成立する』）
25MBh on P.4.1.10 (11.204.5）：山iy面 iiti vartate 山iyliql

yat prapnoti tasya prati号edhaQII 
26 【本文の解説】

上に示したpaficaの派生の（4）の段階でpaiicaは， aを

最終要素とする女性を意味する「priitipadika1 であるの

で， P.4.1.4の適用によりTaPがおこり， ＊Paiiciiとなる可

能性がある。それを禁止するための規則がP.4.1.10であ
る。この場合この禁止規則が適用されるためにはpaiica

がs音と n 音を最終要素とする数調に適用される「~atつ
という術語で呼ばれるものであることが必要となる。と

ころが，（4）の段階ではすでにpaiic仰のnが脱落してい

るので， paiicaを「号at寸と呼べず， TaPが適用されてし

まうのではないかという疑問がおこる。
これに対して Bha号yaでは，術語を規定する規則に対
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【1.2.3.2.2 術語で呼ばれることを根拠とす

る操作は bahir組 gaとならない。具体例 2: 

vrtrahabhyam （「二人のヴリトラを殺した者達

によってJ）】

ata eva lqti tuggraha早創μearl泊r也組1／可trahabhy面 1

ityadau padatv組出削紘atve'pi nalopasya bahir・

油gatvabhavatI bhy柏崎 pa郎昭和如刷出tve
'pi nalopasya tannimittakatvabhavat I pa問中paraya

nimittatv姐 1 丞daya b油ir組gatvasray却e tu na 
man阻 Idhvanitaiμ ce也mnalopa与supiti siitre 
bha与yaiti ta住aivabh両yapradipoddyoten註iipitam//

まさにこのような理由から，［P.8.2.2のJkrti 

tuk （「強寸が後続するときの附加辞 tUKの

規則」）という言及はみずからが果たす目的を

有する。 vrrrahabhyamなどの［事例において］

「pada寸性を根拠とする場合でも， n音脱落は

bal世ailgaとはならないからである270 なぜな

して P.8.2.7で規定されている n音脱落が成立していない

ことを規定した規則 P.8ユ2によって，術語を規定する規

則である P.1.1.24に対して P.8.2.7で規定されている n音
脱落は成立していないのではないかという意見が提示さ
れている。この意見が妥当であるとすると， P.1.1.24に対

して n音はあるものとして扱われるので上の（4）の段階

の paiica は「~ar1 と呼ばれ得ることとなり， P.4.1.10 の
禁止規則が適用可能ということになる。しかし， P.8.2.7

による n音脱落は「pada＇という術語を根拠としている

ので術語を規定する規則に対して成立していないとは言

えないとしてこの意見は否定されている。
この Bha与yaに対する注釈でカイヤタは， n音脱落は

「~at寸を規定する P.1.1.24 に対して bahiranga であるか

ら， 「~at「という術語に対して n 音脱落は成立していな

いので，（4）の段階の paiica は＇~at＇という術語で呼ば
れうると述べている。ここでカイヤタは， P.1.1.24が根

拠として術語を期待しないのに対し， P.8.2.7は「pada'
という術語を期待するから術語を期待する P.8ユ7の方

が bahirailgaであると考えている。しかし，カイヤタが
考えるように術語を期待するものが術語を期待しないも
のに対して bahirangaであるとは言えない場合， n音脱落

が「~at＇という術語に対して成立していないとは言えな
い。したがってこの場合には『女性形で結果するものは

適用されない」というパタンジャリの説明の効力により

過去に「~at＇と呼ばれるものであったことから pafica と

いう語が「号待寸であると理解され， P.4.1.10の禁止規則
が適用される。

27 [vrtrahabhyiimの派生】

(1) vrtra + han + KviP 
(2) vrrra + han + ~ 
(3) vrtra +ha + ~ 

*(4)vrtra 

［派生説明］

vrtrahabhyiim 

+hat ＋~ 

+bhyiim 

+bhyiim 

+bhyiim 

+bhyiim 

P.6.1.67 

P.8.2.7 

P.6.1.71 

(1）の段階で vrtrahabhyiimが構成要素に分解される。

(2）の段階で vrtrahan+KviPはP.1.4.17により「pada＇で

らbhytimは「padalという術語の原因ではあ

るが， n音脱落はそれ ［bhyam］を根拠とする

ものではないからである。一方で，連続した

根拠であることを捉えて， bahirailgaであるこ

とを認めることに妥当性はない280 そしてこの

ことはP.8.2.2nalop功supsvarasaiμjfiatugvidhi号u

lqtiというスートラに関する Bh匂yaにおいて

示唆されていることである。このことはまさに

Bh匂yapradipoddyota［すなわち Uddyota］で検

討されている。

（未完）

あるのでP.6.1.67により KviPのviに”が代置される。（3)

の段階で vrtrahanのnは「pr副.padika「である「pada'
の最終要素のn音であるのでP.8ユ7により n音脱落がお
こり，正しい語形である vrtrahatbhy伽が導カ通れる。

【関連規則】

P.4.1.2 svauas組 iautcha柄bhy詞ibhis白ebhy砲ibhyasnasi-
bhy砲ibhyasilasos加凶iossup II （「市を最終要素とす

るものあるいはiiPを最終要素とするものあるいは

「pratipadika1 の後に sUなどの接辞がおこる」）

P.3.2.87 br：油mabhilQav:r出号ukvip II （「brahman, bhul)a, 

vrtraという行為の目的が「upapad♂であるとき hanと

いう動調語根の後に，それが表示する行為が過去に属す
るとき KviP接辞がおこる」）

P. 6.1. 71 hrasvasya pi ti lqti tuk II （「Pを託として持つ「lqt'

接辞が後続するとき， 「hrasva寸で終わる「dhatu＇に附
加辞 tUKがおこる』）

P. 6.1. 67 ver aptktasya II （『「aprkta「である viの脱落がお
こる」）
お【本文の解説】

この派生の（3）の段階で vrtrahaはPをitとして持つ

屯.rt＇接辞が後続する「 hrasva＇で終わる「 dha旬寸であ

るので P.6.1.71が適用可能であり， tUKが附加される可
能性がある。このような誤った適用が起こらないように

するために P.8.2.2に『 ik.rt＇接辞が後続するときの tUK

の附加」が言及されている。そのため P.8.2.2によってn

音脱落が P.6.1.71に対して成立していないので P.6.1.71

に対して n音はあることとして扱われ， P.6.1.71は適用
機会がないこととなる。

しかし， P.8.2.2に「「k.rt＇接辞が後続するときの tUKJ

が言及される必要はないという見解がある。この見解で

は， P.8.2.7は，適用には「padalという術語を必要とする

のでP.6.1.71に対して bahirailgaであり，わざわざP.8.2.2

で上記のように言及されなくても， P.8.2.7の適用はP.6.1.71

が適用されるときまだ成立していないと考えられる。

この見解は次のように否定される。実際には術語を期

待することがbahirailgaであることを決定するための要
因となることはないので，この場合P.8.2.7が P.6.1.71に

対して bahirailgaとはならない。また， bhyiimをP.8.2.7

の根拠であると考えて， P.6.1.71の根拠である KviPと比
較して， bhyiimの方が後ろにあるからといって P.8.2.7

が bahirailgaであるとはいえない。なぜなら bhyiimは

vrtrahanを「pada＇と呼ぶ根拠ではあるが， P.8.2.7の根
拠ではないからである。
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